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         令和 2年度予算の編成について 

 

 

日本経済の先行きは、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、金融資本市場

の変動の影響などに留意する必要があるものの、雇用・所得環境の改善が続くなか

で、緩やかな回復が続くことが期待されている。 

本区の歳入は、人口増加等に伴い特別区税や特別区交付金が堅調な推移を見せて

いる一方、国による一連の税源偏在是正措置の影響により、中・長期的には楽観視

できない状況にある。こうした中、子育て・教育環境のさらなる充実をはじめ、高

齢者や障害者、外国人との地域共生社会の実現、災害に強いまちづくり、区内産業

の活性化など区政全般にわたる行政課題に全庁一丸となって取り組んでいくことが

求められている。 

また、令和2年度は、東京2020大会の成功と、その先のレガシーを次の世代へ構

築・継承するとともに、新たな長期計画の初年度という本区にとって新しい時代を迎

える節目の一年となる。 

そのため、新長期計画に掲げる将来の目指すべき姿の実現に向けて、積極的な施

策展開、現行事業の見直しや新行財政改革計画の着実な実施による持続可能で強固

な財政基盤の構築を行い、職員一人ひとりが意欲、スピード、思いやりをもって未来

の江東区をつくり上げることが重要である。 

よって、令和 2 年度予算は、「「「「未来の江東未来の江東未来の江東未来の江東へへへへののののキックオフキックオフキックオフキックオフ」」」」をテーマに掲げ、

下記の方針に基づき編成する。 
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記 

 

１ 編成の基本方針 

（１）令和 2 年度は、東京 2020 大会を区民と共に成功に導き、その先のレガシー

を次の世代に構築・継承させていくとともに、今後 10 年間の道筋を描く新た

な長期計画の初年度となる本区にとっては新たな時代を迎える非常に重要な一

年となる。そのため、新長期計画で示される本区の将来の「目指すべき姿」を

実現するために積極的な施策展開を図っていく。 

 

（２）社会情勢の変化を的確に捉え、高度化・複雑化する行政課題に対し、スピー

ド感をもって対応していくためには、優先順位を見極めた事業の再構築を図っ

ていく必要がある。そのため、事業の有効性、経費の後年度負担について十分

な検証を行い、事業の見直しを積極的に行うことで、新たな施策展開の財源を

確保していく。 
 

（３）景気動向や税制改正等の影響を受けやすい歳入環境にあっても、多様化する

ニーズに的確に応え、安定的な区政運営を行うため、新行財政改革計画を着実

に推進し、経費節減の徹底のほか、新たな歳入確保策やＩＣＴを活用した業務

の効率化を検討・推進し、持続可能で強固な財政基盤を構築する。 

 

２ 編成の一般方針 

（１）共通事項 

  ○ 予算の見積にあたっては、事業の方向性や関係する社会情勢、国・都の

動向等を踏まえ、新年度開始後に補正や流用等による対応が発生しないよ

う、年間で必要な経費を確実に見込むこと。 

○ 職員の業務負担軽減を図る観点から、事業全体だけでなく、その一部に

おける業務の委託化をはじめ、効率化を念頭においたＲＰＡやＡＩなどの

ＩＣＴの活用について、積極的に要求を行うこと。 

○ 金額の積算においては、過年度決算において多額の不用額が発生してい

る事業については、精査の上、実績・実態に見合う要求額とするなど、予

算・決算において大幅な乖離が生じないよう必要な範囲で見積もること。 
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○ 他の部課に関連する事業については、事前に十分な連絡調整を図った上

で予算要求を行うとともに、重複を避け統一性を欠くことのないよう留意

すること。 

○ 前年度に要求し、予算措置されなかった事業などについては、原則とし

て再度の要求を行わないこととするが、その内容・手法や社会的状況にお

いて変更・変化があった場合には要求を行うことができる。 

  ○ 「令和 2 年度 見直し（廃止）対象事業」に選定された事業については、

見直し内容に係る各部の考え方を整理した上で、原則として令和 2年度予

算に見直し結果を反映させること。 

 

（２）経常経費 

経常経費については、事務事業の総点検を行い、効率的・効果的な事務執行

を図るべく、下記により要求を行うこと。 

 

 ① 義務的経費 

基礎的な対象数値により経費が見込まれるもの 

   ア 給与関係費（時間外勤務手当等を除く） 

   イ 債務負担行為に基づく経費及び公債費 

   ウ 扶助費及びこれに準じる経費 

   エ 法令・条例・協定等により支出する経費 

☞☞☞☞ 対象、規模、単価等の積算根拠に基づき、経費を適切に算定すること。 

 

② その他経費 

事業の見直し・廃止など経費節減を図るべき経費 

    ア 管理事務経費、施設運営費、維持管理費、事務費などの定例的な経費 

   イ 各種補助金、負担金など区が定例的に支出している経費 

   ウ 施設の機能維持等に要する定例的な工事費及び修繕料 

☞☞☞☞    行政評価システムを活用し、事業の必要性や実施効果、経費の妥当性や

後年度負担について不断の検証を行うこと。その検証結果を踏まえ、既存

事業の整理・統合、縮小、廃止を行い、自律的な歳出削減を図ること。 
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（３）臨時経費 

日々高度化・複雑化する区政課題に的確に対応し、東京 2020 大会の成功と

新長期計画を確実に実現していく観点から、臨時経費については積極的に提

案を行うこと。 

 

① 臨時経費とするもの 

   ア 主要事業以外の新規事業 

※ 令和元年度の補正予算で計上した事業を除く 

イ レベルアップ経費のうち、政策的判断を要する経費 

  ② 臨時経費の要求にあたっての留意点 

ア 東京 2020 大会を確実に成功へと導き、次世代へのレガシーをつくり上げる

ため、積極的な要求を行うこと。 

イ 新長期計画の目標を確実に実現させるため、積極的に要求を行うととも

に、最少の経費で最大の効果を得られるよう歳出経費を整理すること。 

ウ 事業の新陳代謝を促進するため、既存事業の見直し（廃止）を併せて検

討すること。 

   エ 全体計画など後年度負担を十分に精査し、その額について明示すること。 

   オ 国・都補助金等の財源を積極的に確保するとともに、補助期間が限定さ

れているものは、原則として補助期間内の事業実施とすること。 

 

（４）主要事業 

   主要事業は、新長期計画に掲げる各施策を実現するために、特に重点的に取り

組むべき事業とする。要求にあたっては、新長期計画で掲げる目標の確実な実

現に向け、中長期的な視点で事業効果等を十分に分析・検証すること。 

 

（５）人件費関係 

   事業の整理・統合、見直しにより既存の人員体制の中での業務遂行を基本とし、

令和 2年度より会計年度任用職員となる非常勤職員、臨時職員については、現

在、予算措置されている非常勤職員、臨時職員の必要性、職務内容を改めて検

討、見直したうえで要求することとし、原則として新規の要求は行わないもの

とする。 
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   また、時間外勤務手当については、ワーク・ライフ・バランスを推進する

観点から、改めて効果的・効率的な事業執行により、削減を図ること。 

 

（６）行財政改革の推進 

  ① 国や都の動向等を踏まえつつ、基礎自治体として担うべき区の役割を再検証

した上で、事業の見直しを図ること。 

② 新行財政改革計画の着実な実施を図るため、事業の見直し、アウトソーシン

グの推進など積極的に取り組むこと。 

③ 区が出資する外郭団体に対しては、委託及び補助内容を積極的に見直し、

区の支出について最大限の抑制を図ること。 

 

（７）歳入の確保 

  ①  区税収入などについて、収納率の更なる向上に努めること。 

② その他の自主財源については、負担の公平性の観点から十分な見直しを行い、

受益者負担の適正化に努めること。 

③ 国・都の予算編成の動向を把握し、補助金等活用できるものについてはその

獲得に努めること。また、国や都の制度改正など、区の予算編成に直接的に

影響が及ぶものについては、十分留意したうえで、情報収集に努めること。 

④ 新たな財源確保策を更に推進していくため、積極的に広告事業をはじめと

する歳入の確保に努めること。 

なお、こうした取組みを後押しする観点から、各部の努力による歳入（現物

提供に伴う歳出削減を含む）については、その３分の２（継続分は２分の１）

をインセンティブとして歳出事業費に計上し、区民サービス向上に資する取

組みの原資とすることができるものとする。 

⑤ 歳入額の多寡にかかわらず、あらゆる歳入の可能性を検討し、積極的な財

源確保に努めること。 

 

３ その他 

（１）特別会計予算の編成については、一般会計予算に準ずるほか、区の財政支出を

抑制するため、事務費等について一層の見直しを行うこと。 
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（２）その他一般的事項については、以上の予算編成に関する基本方針に基づき

「事務処理方針」として別に定める。 
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令和 2年度当初予算編成日程 

 

① 編成方針 庁議決定 8 月 23日 

② 予算事務説明会  8 月 27日 

③ 予算見積書 提出期限 10月 1 日 

④ 各課要求概要 財政課長ヒアリング 10月 10 日～10月 18日 

⑤ 各部要求概要 区長ヒアリング 10月 23日～10月 29日 

⑥ 経常経費 財政課長査定 11月 19日～11月 29日 

⑦ 第一次査定 区長査定 12月 13日～12月 16日 

⑧ 経常経費 

各部内示 

復活折衝 

12月 16日 

12月 17日 

⑨ 臨時経費 財政課長査定 12月 13日～12月 20 日 

⑩ 第二次査定 区長査定 1月 9 日～ 1月 10 日 

⑪ 臨時経費 各部内示 1月 10 日 

⑫ 予算案概要作成  1月 10 日～ 1月 24日 

⑬ 

予算案決定 

予算案概要説明 

予算案発表 

庁議決定 

幹事長会 

プレス発表 

 

別途決定 

⑭ 予算案概要説明 全員協議会 別途決定 

⑮ 

議案発送 

区議会定例会 

告示 

提案 

別途決定 

※ 上記日程は現時点の予定であり、都合により変更する場合がある。 

 


